
 

 

平成２９年２月１６日 教育委員会会議録 

１ 日 時  平成２９年２月１６日 (木) 午後３時～午後４時２５分 

２ 場 所  １０階 委員会開催室 

３ 出席委員  荒澤賢雄教育長、須賀まり子委員、無着道子委員、白鳥樹一郎委員、 

中村篤委員 

４ 出 席 者  阿部謙一教育部長、高橋勇管理課長、土田亮一管理課施設整備室長、

鈴木一尋学校教育課長、佐藤雅俊社会教育青少年課長、 

石川一幸スポーツ保健課長、中村光男少年自然の家所長、 

石澤馨図書館長、金沢祐子学校給食センター所長、 

浅川かおり学校給食センター栄養管理室長、 

橋本清志商業高等学校事務長、事務局（管理課職員） 

 

会議次第 

１ 開   会 

２ 前回会議録承認 

３ 議   案 

  議案第３号  市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について 

１ 平成２８年度教育費３月補正予算について 

２ 山形市社会教育委員等に関する条例の一部改正について 

議案第４号   平成２９年度用「学校教育の重点目標 指導の指針」策定方針について 

議案第５号  山形市指定文化財の指定について 

４ 報告事項 

（１） 商業高等学校校舎等改築に係る基本構想の検討状況について 

５ そ の 他 

６  日 程 等 

  （１）教育委員の日程について 

  （２）教育委員会主催（共催）の行事予定について 

７ 閉   会 

 

 

 

会議録 

 

１ 開 会  教育長 

２  前回会議録承認 

３ 議 案 
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教育長･･･本日の議事に入る前に、山形市教育委員会会議規則第７条第１項の規定によ

り、会議を公開しない「秘密会」とすることについて、お諮りします。 

本日の議案第３号 市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出につい

て は、市議会提案前の議案に関する案件であることから、現時点では公開すること

が適当でないと認め、会議を公開しない「秘密会」において審議することとしてよろ

しいでしょうか。 

 

＜全委員、異議なし＞ 

 

教育長…それでは、議案第３号については「秘密会」において審議することとし、そ

の会議録等についても非公開とします。 

 

＜議案第３号 非公開＞ 

 

 

教育長･･･次に、議案第４号「平成２９年度用「学校教育の重点目標 指導の指針」策

定方針について」説明をお願いする。 

 

＜学校教育課長から、資料に基づき説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。 

 

委員…（教育大綱の市長のコメント欄に関して）「このたび」という言葉に補足等をつ

け、教育大綱が策定された時期を明記する必要があるのではないか。 

 

学校教育課長…教育長と話し合いながら表記の仕方を考えていきたい。 

 

委員…特別支援の「合理的配慮」の具体的な内容を教えてほしい。 

 

学校教育課長…例えば車椅子の子どもにはスロープ、文字が見えづらい子どもには拡

大教科書を準備するなど、個人に適した配慮をすることである。可能な範囲で子ども

たちが学習に向かえるような配慮をしていきたい。 

 

委員…教職員の資質能力向上の欄中の「総合的な人間力」という表現は抽象的ではな

いか。 

 

学校教育課長…「総合的な人間力」には豊かな人間性や社会性、協調性や協力性、コ

ミュニケーション能力などが含まれている。分かりやすい表現となるように来年度ま

での課題とさせていただきたい。 
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委員…体罰に関することで、「過去に存在した」という文言は不要ではないか。 

 

学校教育課長…修正させていただく。 

 

委員…教員が「合理的配慮」の考え方を理解できるように、教育現場に丁寧に説明し

ていただけるとありがたい。 

 

学校教育課長…特別支援の研修会や計画訪問を通して教員に伝えていきたい。 

 

委員…合理的配慮は、保護者側が求めるものと、学校側が行う支援にズレが生じる場

合がある。 一人ひとりのニーズに応じた支援ができるように、保護者や子どもとの

間に信頼関係を築いてほしい。 

 

学校教育課長…いただいたご意見を課内の指導係にも伝え、今後の特別支援教育に活

かしていきたい。 

 

教育長･･･他にご意見、ご質問はないか。 

それでは議案第４号について、原案のとおり承認してよろしいか。 

 

＜各委員より「はい」の声＞ 

 

＜原案のとおり承認＞ 

 

 

教育長･･･次に、議案第５号「山形市指定文化財の指定について」説明をお願いする。 

 

＜社会教育青少年課長から、資料に基づき説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

それでは議案第５号について、原案のとおり承認してよろしいか。 

 

＜各委員より「はい」の声＞ 

 

＜原案のとおり承認＞ 
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４ 報告事項 

 

教育長･･･報告事項に移る。（１）「商業高等学校校舎等改築に係る基本構想の検討状況
について」説明をお願いする。 

 

＜商業高等学校事務長から、資料に基づき説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。 

 

委員…学級数は従来どおりを予定しているのか。それとも学習指導要領や県を参考に

するのか。 

 

商業高等学校事務長…従来どおり１学年７学級を予定している。ただし少人数教育の

方向に進んだ場合は、学級数が変更になる可能性はある。１学年２７０人定員は維持

する。 

 

委員…創立１００周年はいつか。 

 

商業高等学校事務長…再来年度の平成３０年度である。 

 

委員…アドバイザリー業務契約とはどのようなものなのか。 

 

商業高等学校事務長…専門的知識を持つ企業に業務を委託し、そこからアドバイスを

いただきながら事業を進めていく方法である。 

 

 

５ その他 

 

教育長･･･その他、ご意見等はないか。 

 

委員…今回議決された指定文化財について、どこかで発表する機会を設ける予定なの

か。 

 

社会教育青少年課長…３月議会で報告をし、広報課とも協議しながら市長の記者会見

でもお知らせしたい。また郷土館だよりやホームページで市民に知らせていきたい。 

 

委員…常設で展示をしないのであれば、特別展などで積極的にアピールした方が良い

のではないか。 

 

社会教育青少年課長…山寺芭蕉記念館に、年間計画に企画展を盛り込むなどするよう
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伝えたい。 

 

委員…物によっては市役所の１階で展示できると思う。 

 

社会教育青少年課長…可能な範囲でエントランスホールで展示等をしていきたい。 

 

６ 日程等 

 

 ＜管理課長から、資料に基づき説明＞ 

 

７ 閉 会  教育長 


